
 
 

豊川市豊かな魅力発信業務委託仕様書 

 

１ 目的 

令和３年度から令和５年度までは認知度の向上を目的に、テレビ・ラジオ・

新聞・ＷＥＢ・ＳＮＳ等のメディアを活用した「メディアリレーション活動強

化業務」を実施してきた。 

今年度は、訴求する対象を「２０代から４０代までの若者及び子育て世帯」

を中心とし、認知度向上の次のステップである興味関心※１を引くプロモーシ

ョンを実施することで、「豊川市シティセールス戦略プラン※２」の目標である

「多くの人に住みたい、訪れたいと思われるまち」を目指し、移住・定住・交

流・関係人口の増加を図る。 

なお、本市が示す目標は、年間１，０００人の社会増とし、本業務に係る費

用の一部については、国の「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用する。 

 

 ※１ 指標としては、別紙２別冊「豊川市メディアリレーション活動強化業 

務取り組み報告書（関係箇所抜粋）」の効果測定のインターネット調査

「（豊川市外に在住の方限定の質問回答）あなたは豊川市をご存じです

か。」の「環境や特徴を、よく知っている」「環境や特徴を、ある程度知っ

ている」の合計（理解度）の向上を目指す。 

※２ 豊川市シティセールス戦略プラン 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/citysales/index.files/citysalesplan-28-37.pdf 

 

 【参考資料】 

別紙１「人口の目標に係る社会増減の推移［豊川市］」 

  別紙２「メディアリレーション活動強化業務実施状況及び本市の状況」 

 

２ 業務期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

⑴ 本業務のプロジェクト実施計画の作成 

本業務の実施内容、スケジュール、体制等を記載したプロジェクト実施計

画書を作成すること。 

 

 ⑵ プロモーション内容、手法等の分析 

訴求する対象である「２０代から４０代までの若者及び子育て世帯」を中

心に、本市への興味関心を持っていただくため、訴求対象に響く本市の魅力、

効果的なプロモーション手法等の分析を行うこと。 

 

 ⑶ プロモーション活動、効果検証の実施 

上記３⑵で分析した結果に基づき、プロモーションを実施すること。プロ
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モーションにあたっては、ギャップや意外性を重視し、インパクトが強いも

のとするとともに、訴求する対象である「２０代から４０代までの若者及び

子育て世帯」を中心に、広く、深く理解していただくものとすること。また、

効果検証を意識し、実施後は結果の分析を行い、令和７年度以降の本市のプ

ロモーションの方向性について、本市に報告すること。 

なお、本業務とは別に「豊川市プロモーション・移住促進映像制作業務委

託」を実施しており、当該業務でプロモーション映像及び移住促進映像を制

作するため、それらとは異なったプロモーションを実施すること。 

 

【参考資料】 

別紙３「豊川市プロモーション・移住促進映像制作業務委託仕様書」 

 

 ⑷ 広報大使活動の撮影、編集等支援 

豊川市出身で、広報大使である俳優の渡辺いっけいさん、ラジオＤＪの小

林拓一郎さんが以下の活動を市内で実施する際は、支援を行うこと。 

 

  ア 活動内容 

① 渡辺いっけいさん（２日） 

・本市がメインロケ地で、主演映画「マリッジカウンセラー」の舞台挨

拶（１日（同日に２回）） 

・市内の思い出の地、リニューアルスポット巡り（１日） 

   ② 小林拓一郎さん（３日） 

・本市で頑張っている人等に会い、本市の魅力や本市への思いを引き

出す対談形式のインタビュー（別日で３回） 

  イ 支援内容 

   ・上記３⑷アの企画に対するアドバイス 

・活動時の撮影、編集 

・「マリッジカウンセラー」舞台挨拶時の映画関係者２名分の出演料とし

て１人当たり３万円（謝礼、旅費等を含む）の負担 

※ 本市は、その他、広報大使活動の企画・運営、広報大使との実施内容・

スケジュール等の調整、広報大使分の旅費・謝礼の負担、各所の撮影許

可手続き、受託者から納品された動画を本市ホームページ、本市

YouTube チャンネル等で配信するための作業等を行う。 

 

 ⑸ メディアへの露出向上の取組 

メディアへの露出を高めるため、別紙４「豊川市政記者クラブ名簿」以外

へも随時プレス発表資料を送付し、メディアに放送、掲載等されるよう働き

かけること。 

 

⑹ 効果測定 

   本業務の効果を測るため、本業務で実施予定となっている業務を実施後、
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業務期間内に、効果測定を実施すること。 

効果測定の方法は、別紙２別冊「豊川市メディアリレーション活動強化業 

務取り組み報告書（関係箇所抜粋）」の効果測定のインターネット調査を参

考に、過去の結果と比較することで成果を報告すること。調査にあたって

は、回答数を増やすための取組を実施すること。なお、令和５年度に実施し

たリアルイベントアンケート調査は実施する必要はない。 

 

⑺ シティセールス、パブリシティ強化のための助言 

以下の事項については、契約後、本市のシティセールス、パブリシティの 

状況を見て、提案し、本市の承認後、実施すること。 

ア 職員のシティセールス、パブリシティに対する意識、技術を強化するた

め、有効な助言等を行うこと。様々な部署の職員に対し、１回程度を想定。 

イ 本業務期間が終了した令和７年度以降も本市が主体となって広告出稿

できるよう、広告出稿のノウハウ（広告媒体の選定方法、効果的な広告素

材の作成方法、タイミング等）を随時本市へ助言すること。 

ウ 本業務期間が終了した令和７年度以降も本市が主体となってプレス発

表が行えるよう、プレス発表のノウハウ（プレス発表ツールの選定方法、

素材の探し方、発表資料の書き方、発表のタイミング等）を随時本市へ助

言すること。 

エ 本業務期間が終了した令和７年度以降も継続して人口増加に向けたシ

ティセールスを実施していけるよう、スケジュール、経費等を示した具体

的な提案を、令和７年度予算化のため９月中旬までに助言すること。 

 

⑻ 豊川市定住促進サイトへの助言 

   現在、本市が運用する豊川市定住促進サイト「CITY AND PEOPLE～ひとの

わ、とよかわ。～」※３について、移住・定住を検討する方に対しより魅力的

なものになるよう、また効果的・効率的な運用を実施できるよう有益な助言

を行うこと。なお、当該サイトは、令和７年２月にホームページ構築業者に

よりリニューアル予定（仮称「豊川市移住定住促進サイト」）のため、移住・

定住の観点から、コンテンツ、情報の見せ方等の具体的な改善案について、

９月末までに提案すること。 

 

※３ 豊川市定住促進サイト「CITY AND PEOPLE～ひとのわ、とよかわ。～」 

https://toyokawa.life 

 

【当該サイトにおいて、本市が運用している事項】 

   ・サイト全体の文言修正、写真の入替 

   ・FEATURE（特集記事）の取材、掲載 

   ・INFO（お知らせ）の掲載 

   ・PEOPLE（豊川の人々）の取材、掲載 

   ・SUPPORT（支援一覧）の加除修正 
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⑼ 月次、年度末報告 

本業務の進捗状況、課題、成果等を本市と共有するため、月１回程度定期

的な打合せを行うこと。また、年度末には本業務総括の報告を行うこと。 

なお、それぞれの報告にあたっては、メディアに取り上げられた情報のク

リッピング及びモニタリングを行い、メディアの件数や広告換算額を検証

すること。パフォーマンス効果として、SNS 等をはじめとした反響について

も測定すること。 

 

４ 納品成果物 

納品成果物は以下のとおりとする。各ドキュメントの記載事項等について

は、本市の承認を得ること。納品は、書面で２部、資料を格納した電子媒体（Ｄ

ＶＤ－Ｒ等）を２部とする。 

⑴ プロジェクト実施計画書（実施内容、スケジュール、体制等） 

⑵ プロモーション内容、手法等の分析資料 

⑶ プロモーションの企画書、ＰＲ素材等 

⑷ メディアへのプレス発表実績報告書 

⑸ 広報大使活動に係る映像データ（ＰＣ再生用データ、マスターデータ、撮 

影データ含む） 

⑹ 広報大使活動（小林拓一郎さんのみ）に係る音声データ（ＰＣ再生用デー

タ、マスターデータ、収録データ含む） 

⑺ 効果測定資料 

⑻ シティセールス、パブリシティ強化のための助言資料 

⑼ 豊川市定住促進サイトに係る助言資料 

⑽ 月次報告書 

⑾ 年度末報告書 

⑿ 各種打合せ議事録 

⒀ その他、本市が必要と認める資料 

 

５ 成果物の利用及び著作権 

⑴ 契約期間終了後、本仕様による成果物について、本市がインターネットを   

含む、対外的な発表を行うこと、複製、翻訳、翻案、譲渡及び貸与すること  

に関して、受託者は一切の異議を申し立てないこと。 

⑵ 本仕様による成果物の一切の権利は本市に属することを確認するが、うち  

一部に受託者に属する著作者人格権が残存する場合においては、その内容を  

納品時にすべて明示し、その権利を行使する場合には、その一切について、

書面による本市の承諾を要するものとする。 

⑶ 成果物が、本市以外の者の著作権等に関する権利を侵害しないことを、受  

託者が確認すること。万一、関係者その他第三者から、異議、苦情、損害賠  

償請求等があった場合、弁護士費用も含め、受託者の責任においてこれらを  

処理すること。 
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 ⑷ 契約期間に関わらず、今後、本業務の成果物に関する一切の二次使用料に 

ついては、本契約金額に含むものとする。 

 

６ その他 

⑴ 本業務は、豊川市契約規則等に基づき監督員の指示に従い施行すること。 

⑵ 本業務を遂行するにあたり、関係法令等を遵守して実施すること。 

⑶ 本仕様書等に明記されていない事項であっても、本業務を円滑に遂行す

るために必要な作業、機器等については本契約に含むこととする。 

⑷ 別紙５「豊川市情報セキュリティ取扱特記仕様書」を遵守すること。 

⑸ その他、本仕様に明記されていない事項、または解釈に疑義のある事項に

ついては、本市と協議すること。 
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愛知県の統計資料「あいちの人口の月報」をもとに、社会増減人数の推移を整理した。
※各年10月1日時点

【令和３年（R2.10-R3.9）】
出生 死亡 転入 転出 その他増減 増減数 社会増減

R2.10 139 137 391 440 -17 -64 -66
R2.11 119 166 442 372 -15 8 55
R2.12 119 162 501 374 -25 59 102
R3.1 109 195 452 369 -57 -60 26
R3.2 97 160 506 459 -9 -25 38
R3.3 122 192 1,179 1,238 -15 -144 -74
R3.4 111 143 808 497 -19 260 292
R3.5 94 137 404 361 4 4 47
R3.6 115 133 453 517 -13 -95 -77
R3.7 111 139 442 456 -32 -74 -46
R3.8 125 149 515 409 -8 74 98
R3.9 119 160 450 421 -20 -32 9

1,380 1,873 6,543 5,913 -226 -89 404

【令和４年（R3.10-R4.9）】
出生 死亡 転入 転出 その他増減 増減数 社会増減

R3.10 129 138 473 390 -8 66 75
R3.11 118 149 465 423 -6 5 36
R3.12 119 167 472 402 -9 13 61
R4.1 112 210 478 459 -12 -91 7
R4.2 110 190 455 493 -11 -129 -49
R4.3 120 178 1,043 1,265 2 -278 -220
R4.4 94 161 809 474 -9 259 326
R4.5 101 181 606 463 -11 52 132
R4.6 107 130 537 605 -11 -102 -79
R4.7 92 138 512 481 -14 -29 17
R4.8 126 170 587 483 -9 51 95
R4.9 112 191 497 431 -19 -32 47

1,340 2,003 6,934 6,369 -117 -215 448

【令和５年（R4.10-R5.9）】
出生 死亡 転入 転出 その他増減 増減数 社会増減

R4.10 124 184 559 438 -19 42 102
R4.11 120 186 481 396 -12 7 73
R4.12 103 187 492 394 -15 -1 83
R5.1 115 255 505 414 -11 -60 80
R5.2 84 160 537 452 -7 2 78
R5.3 123 211 1,301 1,355 -10 -152 -64
R5.4 91 169 833 527 -6 222 300
R5.5 107 159 538 453 2 35 87
R5.6 87 145 475 611 -4 -198 -140
R5.7 109 151 539 519 -2 -24 18
R5.8 117 204 605 421 -11 86 173
R5.9 104 175 488 487 -1 -71 0

1,284 2,186 7,353 6,467 -96 -112 790

人口の目標に係る社会増減の推移[豊川市]
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メディアリレーション活動強化業務実施状況及び本市の状況 

 

１ メディアリレーション活動強化業務の主な成果物 

⑴ 定住促進サイト「CITY AND PEOPLE～ひとのわ、とよかわ。～」 

https://toyokawa.life/ 

⑵ 豊川市制施行８０周年記念動画（７本） 

豊川市制８０周年記念ソング「豊川、豊か」ミュージックビデオ 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/yutakadakyanpe-n/promovideo80.html 

⑶ 「豊川って、豊かだー。」ポスター 

「豊川って、「くらし」が豊かだ―。」ポスター 

「豊川って、「くらし」が豊かだ―。」リーフレット 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/yutakadakyanpe-n/yutakaposter.html 

⑷ 演歌歌手の山川豊が豊川豊になって豊川市をＰＲしてみた動画（７本） 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/yutakadakyanpe-n/genki20230414.html 

 

２ 令和５年度実施状況 

  別紙２別冊「豊川市メディアリレーション活動強化業務取り組み報告書（関

係箇所抜粋）」 

 

３ 本市の状況 

  R5.6.1 市制施行８０周年記念日 

R6 年度 国道２３号蒲郡バイパス（豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ）開通予定 

 主な子育て施策 

 ・ファーストバースデーお祝い金 

 ・高校３年生世代までの通院・入院医療費無料（通院は R6 年度から） 

 ・保育園・幼稚園等に通う児童の給食費無料化（R6 年度から） 

R8.11  豊川稲荷午年開帳 

R12   豊川稲荷大開帳 
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豊川市情報セキュリティ取扱特記仕様書 

 

（情報セキュリティ関連規程の遵守） 

第１条 受注者（再委託先を含む。以下同じ。）は、本契約を履行するに当たっては、豊

川市情報セキュリティポリシー、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号）、豊川市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和4年豊川市条例第39号）、豊

川市個人情報の取扱いに関する管理規程、その他情報セキュリティ関連規程に基づき、

本豊川市情報セキュリティ取扱特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）を遵守しな

ければならない。 

（責任体制の整備） 

第２条 受注者は、情報セキュリティ対策及び個人情報保護について、内部における責任

体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 

（作業責任者等の届出） 

第３条 受注者は、本契約において利用する情報のうち、ネットワーク情報、個人情報そ

の他の機密性のある情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに係る作業責任者及び

作業従事者(作業責任者等という。)を定め、発注者が指定する書面により発注者に届け

出なければならない。 

２ 受注者は、作業責任者等を変更する場合の手続きを定めなければならない。 

３ 受注者は、作業責任者等を変更する場合は、事前に発注者が指定する書面により発注

者に届け出なければならない。 

４ 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな

ければならない。 

５ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

（取扱場所の特定） 

第４条 受注者は、機密情報を取り扱う場所（以下「取扱場所」という。）を定め、業務

の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、取扱場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認

を得なければならない。 

３ 受注者は、発注者の事務室内に取扱場所を設置する場合は、作業責任者等に対して、

受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名及び当該者の氏名が分かるよう

にしなければならない。 

（教育の実施） 

第５条 受注者は、情報セキュリティ対策及び個人情報保護に対する意識の向上、特記仕

様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本件業務の適切な履行に必要な教育及

び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 
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別紙５



２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を

確立しなければならない。 

（守秘義務） 

第６条 受注者は、本契約の履行により直接又は間接に知り得た機密情報を第三者に漏ら

してはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本契約に関わる作業責任者等に対して、秘密保持に関する誓約書を提出さ

せなければならない。 

（再委託） 

第７条 受注者は、本契約を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 前項にかかわらず、受注者は、やむを得ず本契約の一部を再委託する必要がある場合

は、再委託先の名称、再委託の概要を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再

委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させる条項を付

記するとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方

法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して本契約を再委託した場合は、その履行状況を管理・監督

するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告し

なければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 受注者は、本契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ

る場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならな

い。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

（機密情報の管理） 

第９条 受注者は、本契約において利用する機密情報を保持している間は、次に定めると

ころにより、機密情報の管理を行わなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に機密情

報を保管すること。 

(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、取扱場所から持ち出さないこと。 

(3) 機密情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同

等以上の保護措置を施すこと。 

(4) 事前に発注者の承認を受けて、かつ業務に必要 小限の範囲で行う場合を除き、

機密情報を複製又は複写しないこと。 
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(5) 機密情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

(6) 機密情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びその

バックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検

すること。 

(7) 機密情報を管理するための台帳を整備し、機密情報の利用者、保管場所その他の

機密情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

(8) 機密情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「機密情報の漏えい

等の事故」という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこ

と。 

(9) 取扱場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、機

密情報を扱う作業を行わせないこと。 

(10) 機密情報を利用する作業を行うパソコンに、機密情報の漏えいにつながると考え

られる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（提供された機密情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第10条 受注者は、本契約において利用する機密情報について、本契約以外の目的で利用

してはならない。また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 

（受渡し） 

第11条 受注者は、発注者との間の機密情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手

段、日時及び場所で行った上で、発注者からの求めに応じて、発注者が指定する書面に

より機密情報を預かった旨を発注者に報告しなければならない。 

 （機密情報の返還、消去又は廃棄） 

第12条 受注者は、発注者の指示に基づき、本契約において利用する機密情報について、

発注者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に対し、本契約において利用する機密情

報について臨時に返還、消去又は廃棄の実施を求めることができるものとし、受注者は

これに従わなければならない。 

３ 受注者は、本契約において利用する機密情報の消去又は廃棄をする場合は、事前に消

去又は廃棄をすべき機密情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定

日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 

４ 受注者は、機密情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、こ

れに応じなければならない。 

５ 発注者は、本契約において利用する機密情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が

記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該機密情報を判読不可能とするのに

必要な措置を講じなければならない。 

６ 受注者は、機密情報の消去又は廃棄を行った場合は、消去又は廃棄を行った日時、担

当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければな
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らない。 

（報告） 

第13条 受注者は、本契約の着手日までに、豊川市情報セキュリティ取扱特記仕様書遵守

確認表により機密情報の取扱いについて報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める報告のほか、発注者から機密情報の取扱いの状況について報

告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。 

（監査及び検査） 

第14条 発注者は、本契約に係る機密情報の取扱いについて、特記仕様書の規定に基づき

必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認をするため、受注者及び再委託先に

対して、監査又は検査を行うことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本契約

の履行に関して必要な指示をすることができる。 

（事故時の対応） 

第15条 受注者は、本契約に関し機密情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該機密

情報の漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当

該機密情報の漏えい等の事故に関わる機密情報の内容、件数、発生場所及び発生状況を

発注者が指定する書面により発注者に報告するとともに、発注者の指示に従わなければ

ならない。 

２ 受注者は、機密情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者

との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施す

るために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本契約に関し機密情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該機密情報の漏えい等の事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 発注者は、受注者が特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、特記仕様書

に関連する本契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者

に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１７条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が特記仕様書の内容に違反し、又は怠

ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、

その損害を賠償しなければならない。 
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